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くためには、人材の活用が重要

なキーワードになる。年齢や性

別、正規・非正規社員、雇用形

態の如何にかかわらず、やりが

いのある仕事、多様な価値観に

見合った働き方がもたらす個々

人の活性化と、企業の絶えるこ

とのない発展は相互に関連して

おり、これらが真に調和するこ

とで持続可能な安定した社会が

実現する。

本提言は、５～10年後を見据

えて進むべき方向を提示しなが

ら、現状の課題解決や今から実

践すべき方策についてまとめ

た。

様な人材の活用委員会

（2006年度・加賀見俊夫委

員長）は４月10日、提言「人材

が集う企業へ～多様な働き方を

尊重し、自ら考え選択できるし

くみを～」を発表した。

国内外の大きな構造変革の中

で持続的な経済成長を続けてい

「人材が集う企業へ」
～多様な働き方を尊重し、自ら考え選択できるしくみを～

多様な人材の活用委員会（2006年度・加賀見俊夫委員長）提言

多

提言の概略 

課題と人材活用の方向性～「多様な個々人」の「多様な働き方」を尊重する～
・「多様な一人ひとり」が、「多様な働き方」をするということを認め、選択し、社会における適材適所が実現されな
がら、安心して活力ある人生を楽しむことが必要である。

・真の多様化とは、ただ単に雇用形態が多様化するだけではなく、個人が働き方を変えたいと思った時にその機会が
あることである。

Ⅰ

①少子高齢化による労働力人口の減少（労働力減少と消費力減少）
②働き方の多様化が進展（産業構造・IT等ビジネスプロセス・ライフスタイルの変化、社会的要請）
③労働需給のミスマッチが顕在化（就業希望とのミスマッチ、海外への業務のシフト）
④格差等の社会問題が発生（格差の固定化、正社員の心の病、企業の不祥事）

【現状の課題】

①まず何より、企業が活力を向上させ雇用の機会を増やす
②チャレンジの機会含め、人材の流動機会の向上を図る
③多様な働き方を選択できるマッチング機能を向上させる
④ワーク・ライフ・バランスを実現し、安心と自己成長が可能な環境を整備する

Ａ　企業が担うこと
・企業は社会の成長につながる判断を
・長期安定雇用を実現する基盤づくりを

Ｂ　法制度が担うこと
・新たな価値観に対応した新規制の整備を
・労使自治をベースに職場の実態に合った判断が可能な制度を
・雇用ルールは一歩一歩の改善を

Ｃ　国・政府が担うこと
・雇用制度の改善にはまず国民の理解を
・将来ビジョンと本質の議論を
・真に必要なセーフティーネットの整備を

【人材活用の方向性】
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・多様な働き方を無くすことは時代の要請に応え
ておらず、むしろ非正規社員としての働きがい
や安心感を充足していくことが大切である。

３．女性の就業の継続を支援する

４．ニートに働くことの面白さを伝える

５．外国人労働者に働きやすい環境を用意する
①専門的・技術的分野の外国人労働者
・仕事のやり方や職場環境を国際基準にして受け入れる環境整備を
②単純労働分野の外国人労働者
・外国人は低賃金労働者であるという認識は改め、受け入れは慎重に
③その他の課題
・日系人受け入れ要件の再考を　・外国人研修、技能実習制度による受け入れ企業の監督を
・看護・介護分野は、まず働きやすい環境整備を

多様な人材の活用～意欲を持つ人が働き続けることができるように～Ⅲ

多様な働き方の尊重～非正規社員の働きがいや安心感を充足するために～Ⅱ

「育児休暇中の情報や教育の支援の充実を図る」「出産・育児・介護等による退職者の再雇用制度の導入を進める」
【方策10】出産、育児休暇中のサポートの充実

２．高齢者の雇用機会をつくる

「高齢者に適した職務を積極的に開発し、外部からの応募も受け付ける」
【方策8】高齢者に適した職務の開発

「定年制の廃止を視野に入れた法制度、企業内制度の議論を進める」
【方策9】本格的な高齢化社会の到来に向け、定年制廃止の議論に着手

１．若年正規社員の定着率を高める

「体験入社、OB・OG訪問会、リクルーター制度、インターンシップ制度などにより、学生が企業社会を体験できる機会を拡大する」
【方策6】キャリアや働くことについて考える機会の拡大

「裁量労働制の拡大やいわゆる日本版ホワイトカラー・エグゼンプション等、成果で評価するしくみの導入」
「短時間労働正規社員制度、自宅勤務制度の充実」
「長時間労働の是正を経営トップや管理職が真剣に考え、効率的に仕事を進めて成果をあげる人を適正に評価するしくみの整備」

【方策7】時間や場所の働き方の自由度を上げると共に、長時間労働を是正

①雇用形態にかかわらず、貢献度に応じた賃金を実現する
②能力開発とステップアップのしくみを用意する
③最低限の生活の安心を確保する
④フリーターに積極的に正規社員へ門戸を広げる

【基本方針】

「就職浪人者（既卒者）は新卒採用の対象者とする」「募集の際に、経験や年齢を問わない通年採用を拡大する」
「紹介予定派遣やトライアル雇用を活用する」

【方策1】採用：正規社員採用機会の拡大

「採用の際に一般的な社会人としての基礎教育を提供する」
「パソコン操作等のスキル教育や仕事のステップアップにつながる実践的なOJT等の機会を提供する」

【方策2】教育：企業内の職業能力開発の支援の充実

「公的な職業能力開発の機関に、企業の人材やノウハウを提供する」
【方策3】教育：公的な職業能力開発の支援の充実

「非正規社員の身分のままでも、ステップアップの機会（仕事・賃金）を用意する」
「正規社員への登用機会（優秀な者には優先的に）を義務付ける」

【方策4】キャリア：ステップアップ機会の提供

「厚生年金･健康保険の適用基準を広げ、短時間労働者でも加入可能とする」
「最低賃金は生活保護法との整合を図り、生活水準の実態を踏まえた見直しを行う」

【方策5】安心：社会保険加入基準の緩和、最低賃金の見直し


